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△ 既に卿因をしている者の未成年者控

Q:相続人の中に満19才の次男がいます
が、既に結婚しています。

ところで、民法上は、未成年者であっても

既に結婚している者は成年に達した者として

取り扱われると聞きました。相続税の申告に

当たって 、 この次男については、未成年者控

除の適用がないのでしょうか。

A.:未成年者控除の適用の要件を満たして
いれば、その適用があります。

【解説】

相続税法における未成年者控除は、未成年

者が成年に達するまでの間の養育費等の負担

を考慮して、一定の金額を相続税額から控除

しようという趣旨のものです。

具体的には、相続又は遺贈により財産を取

得した者が、①日本国内に住所があり、②被

相続人の法定相続人であり、③年齢が満20

才未満である場合に、その未成年者が20才

に達するまでの年数1年（1年未満の端数は

1年とします）につき6万円の割で計算しま

す 。

なお、相続税法は、相続人が20才未満で

ある場合においては、未成年者控除額を控除

する旨を規定しており、その相続人が民法の

規定により成年に達した者とみなされたかど

うかは、未成年者控除の適用の要件とはされ

ていません。

したがって、ご質問の場合の次男の方につ

いても、上記のすべての要件を満たしている

限り、相続税額の計算上は未成年者控除の適

用を受けることができます。
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